
11 総合譲渡・一時所得に関する事項
①必要金額区分

一時

総
合
譲
渡

短
期
長
期

合計 ａ＋｛（b＋c）×1/2｝

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

②必要経費 ③差引額（①－②）④特別控除
⑤所得金額
（③－④）

7 給与所得証明欄
（1月1日～12月31日）

8 事業（事業・農業）所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

9 不動産所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

種　目 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費

10 雑所得（公的年金以外）に関する事項

円

円

円

円

円円

円円

円

14 別居の扶養親族等に関する事項 
氏　　　　　名 個　人　番　号 住　　　　所 国　外　居　住

□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払
□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払

12 配当所得に関する事項
所得の種類 支払確定年月

・

・

収入金額

国外株式等に係る外国所得税額

必要経費

月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑩

32

33 ⑮

⑯

賞与等

合　計

勤務先名

本人署名欄

円

円

日　　給 日数 月　　収 科　　　目

収　
入　
金　
額 必　

　
要　
　
経　
　
費
（
つ
づ
き
）

売
上
原
価

必　
　
要　
　
経　
　
費 事

業
所

金　　額
円 円

円

円

円

円

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

科　　　目 科　　　目金　　額
円

円

円

円

円
年 間 売 上

家 事 消 費

その他収入

合計（①～④の計）

期首棚卸額

仕 入 金 額

期末棚卸額

売上原価（⑥＋⑦－⑧）

差引金額（⑤－⑨）

給 料・賃 金

外 注 工 賃

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

荷 造 運 賃

水道光熱費

旅費交通費

通 信 費

広告宣伝費

接待交際費

損害保険料

修 繕 費

消 耗 品 費

福利厚生費

雑 費

専 従 者 控 除

所得金額（⑩－㉛－32）

収
入
金
額

必　
　
要　
　
経　
　
費

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

金　　額
円

円

円

円

円

円

貸地（軍・民）

ア パ ー ト

収入合計（①～③の計）

給 料・賃 金

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

修 繕 費

地主会会費

専 従 者 控 除

所得金額（④－⑭－⑮）

名 称

業 種

名 称

帳 簿 有・無

必要経費合計
（⑪～㉚の計）

必要経費合計
（⑤～⑬の計）

aの金額を表面のコに、bの金額を表面の
サに、cの金額を表面のシに、dの金額を
表面の⑪に記入してください。

15 寄附金に関する事項

フリ
ガナ ・　　・

別居の
場　合
の住所

特別障害者
に該当する
場　　　合

級（度）

続
柄

生
年
月
日氏　

名
個人
番号

13 所得金額調整控除に関する事項

都道府県・市区町村分
（特例控除対象）

住所地の共同募金会、日赤支部・都道府県
市区町村分（特例控除対象外）

条例指定分
沖 縄 県

北中城村

円

○ 事業専従者に関する事項

○ 地代・家賃の内訳
賃貸物件

地代・家賃

地代・家賃

支 払 先 住 所 支払先名称 支 払 金 額

⬆　上記の明細　⬆
○ 給与・賃金の内訳

氏　　名

1

2

3

・　・

・　・

・　・

生年月日 住　　　所 支払金額
円

円

円

氏　　名

1

2

・　　・

・　　・

生年月日

個人番号

個人番号

続柄 従事月数

有　・　無所得税における青色申告の承認 合計額

支 払 金 額
円

円

円

円

○ 減価償却費の内訳
資　産　名 取得年月

・

・

・

取得価格 耐用年数 償却率 償期 減価償却費
円年円年　　月

／12

／12

／12

法人番号
又は
所在地 法人番号

又は
所在地

法人番号
又は
所在地

支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除　　　

令和8年度（令和7年分）村民税・県民税  兼  国民健康保険税申告書
北中城村長  殿

明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

令和　 年 　 月 　 日

氏　名

代理申告の
委任を
受けた者

現住所

フリガナ

氏
名

住
所

続
柄

電
話
番
号

受 付 者 入　　力 点　　検

提出

生年月日

電話番号

個人番号

事　
業

事　
業

雑

雑

総
合
譲
渡

〈税務署へ確定申告した方は、この申告書を提出する必要はありません〉

４　所得から差し引かれる金額に関する事項

１　収入が無かった方の記入欄　※該当する番号に○印を付けてください。

６

２　
収　
入　
金　
額　
等

３　
所　
得　
金　
額

５　
所 

得 

か 

ら 

差 

し 

引 

か 

れ 

る 

金 

額 区
分

㉗
雑 損 控 除

⑬
社会保険料
控 除

⑮
生命保険料
控 除

⑰～⑳
本人控除

㉑～㉒
配 偶 者
（特別）控除
同一生計配偶者

⑯地震保険料
　控　　　除

㉘医療費控除

損害の原因・資産の種類

社会保険の種類

□従来の医療費控除
□セルフメディケーション

新 生 命 保 険 料 の 計

新個人年金保険料の計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

支 払 額
国民健康保険税

後期高齢者保険料

国民年金保険料

社会保険の種類 支 払 額
介 護 保 険 料

合 計

損 害 年 月 日 損 害 金 額 保 険 金 な ど で
補てんされる金額

差引損失額のうち
災害関連支出の金額

　・　・
保 険 金 な ど で
補 て んされる 金 額

円

円

円

円

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0

級（度）

円

円

円

円

円

円

円円円

円円円

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

氏　　　　　名

1

2

3

4

5

生  年  月  日

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

生  年  月  日配 偶 者 の 氏 名

続柄16歳未満に○ 区分

区分 配偶者の合計所得

障害の程度
身体・精神・療育・他

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

障害の程度

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

不 動 産
利 子
配 当
給 与

営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

一 時

小規模企業共済等
掛 金 控 除

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

勤 労 学 生 ・
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

給与・公的年金等に係る所得以外の村民税・県民税の納税方法
□   給与から差し引き（特別徴収）　　　　□   自分で納付（普通徴収）

1. 次の人から扶養または援助を受けていた
４. 預貯金で生活していた

５. その他（　　　　　　　　　　）

住所

氏名 続柄

２. 遺族年金または障害年金

３. 生活保護

身元確認欄：□運転免許証　□マイナンバーカード　□その他（　　　　）
番号確認欄：□通知カード　□マイナンバーカード　□住民票

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

差引金額支払った医療費等

⑳障害者

⑰寡婦
⑱ひとり親

⑲勤労学生

死別  ・  離婚  ・  未婚  ・  生死不明
扶養親族　　有（ 子 ・ 子以外 ） ・ 無

合計所得金額が
500万円以下

・
500万円超

該当する欄に○

（学校名）
身体 ・ 精神 ・ 療育 ・ 他　　　　　級（度）　その他（　　　　　　　　　）

※1 別居の扶養親族等がいる場合、裏面左下の「14別居の扶養親族に関する事項」も記入
※2 特定（扶養）親族・・・配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。

⑳
・
㉓
・
㉔　
扶　
養　
親　
族　
等　
※
１

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

その他の社会保険料
（任意・源泉）

公的年金等
業 務
そ の 他

個 人 番 号

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除　　　

令和8年度（令和7年分）村民税・県民税  兼  国民健康保険税申告書
北中城村長  殿

明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

令和　 年 　 月 　 日

氏　名

代理申告の
委任を
受けた者

現住所

フリガナ

氏
名

住
所

続
柄

電
話
番
号

受 付 者 入　　力 点　　検

提出

生年月日

電話番号

個人番号

事　
業

事　
業

雑

雑

総
合
譲
渡

〈税務署へ確定申告した方は、この申告書を提出する必要はありません〉

４　所得から差し引かれる金額に関する事項

１　収入が無かった方の記入欄　※該当する番号に○印を付けてください。

６

２　
収　
入　
金　
額　
等

３　
所　
得　
金　
額

５　
所 

得 

か 

ら 

差 

し 

引 

か 

れ 

る 

金 

額 区
分

㉗
雑 損 控 除

⑬
社会保険料
控 除

⑮
生命保険料
控 除

⑰～⑳
本人控除

㉑～㉒
配 偶 者
（特別）控除
同一生計配偶者

⑯地震保険料
　控　　　除

㉘医療費控除

損害の原因・資産の種類

社会保険の種類

□従来の医療費控除
□セルフメディケーション

新 生 命 保 険 料 の 計

新個人年金保険料の計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

支 払 額
国民健康保険税

後期高齢者保険料

国民年金保険料

社会保険の種類 支 払 額
介 護 保 険 料

合 計

損 害 年 月 日 損 害 金 額 保 険 金 な ど で
補てんされる金額

差引損失額のうち
災害関連支出の金額

　・　・
保 険 金 な ど で
補 て んされる 金 額

円

円

円

円

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0

級（度）

円

円

円

円

円

円

円円円

円円円

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

氏　　　　　名

1

2

3

4

5

生  年  月  日

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

生  年  月  日配 偶 者 の 氏 名

続柄16歳未満に○ 区分

区分 配偶者の合計所得

障害の程度
身体・精神・療育・他

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

障害の程度

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

不 動 産
利 子
配 当
給 与

営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

一 時

小規模企業共済等
掛 金 控 除

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

勤 労 学 生 ・
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

給与・公的年金等に係る所得以外の村民税・県民税の納税方法
□   給与から差し引き（特別徴収）　　　　□   自分で納付（普通徴収）

1. 次の人から扶養または援助を受けていた
４. 預貯金で生活していた

５. その他（　　　　　　　　　　）

住所

氏名 続柄

２. 遺族年金または障害年金

３. 生活保護

身元確認欄：□運転免許証　□マイナンバーカード　□その他（　　　　）
番号確認欄：□通知カード　□マイナンバーカード　□住民票

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

差引金額支払った医療費等

⑳障害者

⑰寡婦
⑱ひとり親

⑲勤労学生

死別  ・  離婚  ・  未婚  ・  生死不明
扶養親族　　有（ 子 ・ 子以外 ） ・ 無

合計所得金額が
500万円以下

・
500万円超

該当する欄に○

（学校名）
身体 ・ 精神 ・ 療育 ・ 他　　　　　級（度）　その他（　　　　　　　　　）

※1 別居の扶養親族等がいる場合、裏面左下の「14別居の扶養親族に関する事項」も記入
※2 特定（扶養）親族・・・配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。

⑳
・
㉓
・
㉔　
扶　
養　
親　
族　
等　
※
１

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

その他の社会保険料
（任意・源泉）

公的年金等
業 務
そ の 他

個 人 番 号

収入が無かった方の記入例

給与収入がある方の記入例
給与収入
パート
アルバイト
含む

１カ所からの給与収
入のみ
（年末調整済）

※扶養控除や医療費控除の追加なし

※扶養控除や医療費控除の追加あり

申告は不要です

申告が必要です

申告は不要です

申告が必要です

申告が必要です

所得課税証明書が必要な場合
は申告してください

２カ所以上の給与収入がある

給与以外の所得がある（年金や不動産など）

年金収入400万円未満
※扶養控除や医療費控除の追加なし

※扶養控除や医療費控除の追加あり

年金収入400万円以上

年金以外の所得がある（給与や不動産など）

公的年金収入
（年金受給者）

営業等や農業等、
不動産等の収入

非課税所得

収入なし

北中城村内の家族の申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除に
該当している

遺族年金、障害年金、失業保険など

北中城村内の家族の申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除に
該当していない 申告が必要です

所得課税証明書が必要な場合
は申告してください

申告の必要・不要を簡易に判断するフローチャートです。ご自身の主な収入にあてはまる項目から矢印にそって申告が必要か参考にしてください。

下記の方は、沖縄税務署で申告となります。
＊青色申告、損失申告
＊初年度の住宅ローン控除
＊土地・建物、株式等の売却　
＊特定口座の株式配当や先物取引
＊暗号資産取引　　　　　＊雑損控除
＊消費税、贈与税、相続税
＊外国税額控除の申告を希望される方

申告フローチャート

（　　）
ス
タ
ー
ト　
令
和
７
年
中
の
収
入
は
？

現住所、氏名、生年月日、電話番号、個人番号を記入し
てください。

前年中、収入が無かった方は
（扶養されていた方や障害年金を受給していた方など）
該当する番号へ〇をつけ、必要事項に記入してください。

本人控除：寡婦、ひとり親控除を受ける方は該当する箇所へ〇をつ
けてください。
障害者手帳をお持ちの場合は、交付日と氏名・等級が記載されてい
るページのコピーを添付してください。

必要事項にご記入後、返信用封筒に入れて
郵送してください。

源泉徴収票をお持ちの方はコ
ピーを添付してください。
源泉徴収票がない方は裏面も
記入してください。

年金収入もある方は
「2　収入金額等の雑：公的
年金欄（オ）」にも金額を記入
してください。

控除を追加される方
右側の該当する控除欄に記入。
また、控除の追加には証明書の
添付が必要となります。

扶養親族控除を受ける方は次のい
ずれにも該当する者です。
①令和7年12月31日の現況にお
いて、生計を一にしている。
②合計所得金額が58万円以下で
ある。
③青色申告の事業専従者として給
与の支払を受けていない又は白
色申告者の事業専従者でない。
※重複して扶養控除を受けること
はできません。
※扶養親族の方が障害者手帳を
お持ちの場合は、交付日と氏名・
等級が記載されているページの
コピーを添付してください。

扶養親族控除を受ける方は次のいずれにも該当する者です。
①令和7年12月31日の現況において、生計を一にしている。
②合計所得金額が58万円以下である。
③青色申告の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申
告者の事業専従者でない。
※重複して扶養控除を受けることはできません。
※扶養親族の方が障害者手帳をお持ちの場合は、交付日と氏名・等級
が記載されているページのコピーを添付してください。

申告会場：北中城村役場 第二庁舎 3階
受付時間：午前9時～11時、午後1時～4時
※村民税・県民税申告書にある「準備するもの」を
ご確認のうえご持参ください。
※所得税の確定申告の場合は令和7年分確定申告の
お知らせのハガキ（利用者識別番号が記載されて
いるもの）も合わせてご持参ください。

申告期間：令和8年2月16日（月）～3月16日（月）

令和８年度　村民税・県民税兼国民健康保険税申告書の書き方

○オンラインで申告する場合
　マイナンバーカードを利用して、スマートフォンやパソコンから
申告ができるようになりました。eLTAX（エルタックス）個人住民
税電子申告システムからお手続できます。

　　　　　　　　　　　　　詳しくはコチラ→

○申告書を郵送する場合
　村民税・県民税申告書にある「準備するもの」のコピーを同封の
うえ、返信用封筒に入れて郵送してください。

申告期間

申告方法

令和８年度以降の個人住民税から適用される主な改正点

記帳・帳簿等の保存制度について
〇対象となる方
　事業（営業等・農業）所得、不動産所得、又は山林所得を生ずべ
き業務を行う全ての方です。
　所得税の申告が必要ない方も対象となります。
〇記帳する内容
　売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項
を記載します。
　記帳にあたっては、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、
簡易な方法で記載してもよいことになっています。
〇帳簿の保存
　収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作
成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保
存する必要があります。　「給与所得控除の見直し」「扶養親族等の所得要件の見直し」

「特定親族特別控除の創設」等があります。
　詳しくは村ホームページをご覧ください。
〈参考　基礎控除（所得税）の見直しについて〉
　所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されま
したが、村・県民税についての変更はありません。

令和7年中に北中城村へ転入してきた方や前年に村民税・県民税申
告を提出した方などへ申告書を送付しております。「申告フローチ
ャート」をご確認のうえ申告をお願いします。ただし、e-Taxや税
務署へ所得税の確定申告をした方は提出不要です。

対面にて申告相談をご希望の方（土日祝日を除く）

【予約制】
web予約サイトへ

保存が必要なもの 保存期間
帳簿

書類

7年
5年

5年

収入金額や必要経費を記載すべき帳簿
業務に関して作成した上記以外の帳簿
決算に関して作成した棚卸表その他の書類
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送
り状、領収書などの書類

※税法上の扶養親族と健康保険の被扶養者は定義が異なります。

【源泉徴収票がない方】
勤務先から給与所得証明欄
に証明をもらってください。
また勤務先が一定でない場合
は月収及び勤務先の詳細を
記入してください。

現住所、氏名、生年月日、電話番
号、個人番号を記入してください。

申告期間中は所得税の確定申告の申告相談も行なっております。ただし、北中城村役場での相談・受付が困難と判断した場合
は沖縄税務署をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

該当する方は右記の
確認をお願いします。

確定申告



11 総合譲渡・一時所得に関する事項
①必要金額区分

一時

総
合
譲
渡

短
期
長
期

合計 ａ＋｛（b＋c）×1/2｝

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

②必要経費 ③差引額（①－②）④特別控除
⑤所得金額
（③－④）

7 給与所得証明欄
（1月1日～12月31日）

8 事業（事業・農業）所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

9 不動産所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

種　目 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費

10 雑所得（公的年金以外）に関する事項

円

円

円

円

円円

円円

円

14 別居の扶養親族等に関する事項 
氏　　　　　名 個　人　番　号 住　　　　所 国　外　居　住

□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払
□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払

12 配当所得に関する事項
所得の種類 支払確定年月

・

・

収入金額

国外株式等に係る外国所得税額

必要経費

月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑩

32

33 ⑮

⑯

賞与等

合　計

勤務先名

本人署名欄

円

円

日　　給 日数 月　　収 科　　　目

収　
入　
金　
額 必　

　
要　
　
経　
　
費
（
つ
づ
き
）

売
上
原
価

必　
　
要　
　
経　
　
費 事

業
所

金　　額
円 円

円

円

円

円

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

科　　　目 科　　　目金　　額
円

円

円

円

円
年 間 売 上

家 事 消 費

その他収入

合計（①～④の計）

期首棚卸額

仕 入 金 額

期末棚卸額

売上原価（⑥＋⑦－⑧）

差引金額（⑤－⑨）

給 料・賃 金

外 注 工 賃

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

荷 造 運 賃

水道光熱費

旅費交通費

通 信 費

広告宣伝費

接待交際費

損害保険料

修 繕 費

消 耗 品 費

福利厚生費

雑 費

専 従 者 控 除

所得金額（⑩－㉛－32）

収
入
金
額

必　
　
要　
　
経　
　
費

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

金　　額
円

円

円

円

円

円

貸地（軍・民）

ア パ ー ト

収入合計（①～③の計）

給 料・賃 金

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

修 繕 費

地主会会費

専 従 者 控 除

所得金額（④－⑭－⑮）

名 称

業 種

名 称

帳 簿 有・無

必要経費合計
（⑪～㉚の計）

必要経費合計
（⑤～⑬の計）

aの金額を表面のコに、bの金額を表面の
サに、cの金額を表面のシに、dの金額を
表面の⑪に記入してください。

15 寄附金に関する事項

フリ
ガナ ・　　・

別居の
場　合
の住所

特別障害者
に該当する
場　　　合

級（度）

続
柄

生
年
月
日氏　

名
個人
番号

13 所得金額調整控除に関する事項

都道府県・市区町村分
（特例控除対象）

住所地の共同募金会、日赤支部・都道府県
市区町村分（特例控除対象外）

条例指定分
沖 縄 県

北中城村

円

○ 事業専従者に関する事項

○ 地代・家賃の内訳
賃貸物件

地代・家賃

地代・家賃

支 払 先 住 所 支払先名称 支 払 金 額

⬆　上記の明細　⬆
○ 給与・賃金の内訳

氏　　名

1

2

3

・　・

・　・

・　・

生年月日 住　　　所 支払金額
円

円

円

氏　　名

1

2

・　　・

・　　・

生年月日

個人番号

個人番号

続柄 従事月数

有　・　無所得税における青色申告の承認 合計額

支 払 金 額
円

円

円

円

○ 減価償却費の内訳
資　産　名 取得年月

・

・

・

取得価格 耐用年数 償却率 償期 減価償却費
円年円年　　月

／12

／12

／12

法人番号
又は
所在地 法人番号

又は
所在地

法人番号
又は
所在地

支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等

11 総合譲渡・一時所得に関する事項
①必要金額区分

一時

総
合
譲
渡

短
期
長
期

合計 ａ＋｛（b＋c）×1/2｝

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

②必要経費 ③差引額（①－②）④特別控除
⑤所得金額
（③－④）

7 給与所得証明欄
（1月1日～12月31日）

8 事業（事業・農業）所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

9 不動産所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

種　目 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費

10 雑所得（公的年金以外）に関する事項

円

円

円

円

円円

円円

円

14 別居の扶養親族等に関する事項 
氏　　　　　名 個　人　番　号 住　　　　所 国　外　居　住

□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払
□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払

12 配当所得に関する事項
所得の種類 支払確定年月

・

・

収入金額

国外株式等に係る外国所得税額

必要経費

月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑩

32

33 ⑮

⑯

賞与等

合　計

勤務先名

本人署名欄

円

円

日　　給 日数 月　　収 科　　　目

収　
入　
金　
額 必　

　
要　
　
経　
　
費
（
つ
づ
き
）

売
上
原
価

必　
　
要　
　
経　
　
費 事

業
所

金　　額
円 円

円

円

円

円

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

科　　　目 科　　　目金　　額
円

円

円

円

円
年 間 売 上

家 事 消 費

その他収入

合計（①～④の計）

期首棚卸額

仕 入 金 額

期末棚卸額

売上原価（⑥＋⑦－⑧）

差引金額（⑤－⑨）

給 料・賃 金

外 注 工 賃

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

荷 造 運 賃

水道光熱費

旅費交通費

通 信 費

広告宣伝費

接待交際費

損害保険料

修 繕 費

消 耗 品 費

福利厚生費

雑 費

専 従 者 控 除

所得金額（⑩－㉛－32）

収
入
金
額

必　
　
要　
　
経　
　
費

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

金　　額
円

円

円

円

円

円

貸地（軍・民）

ア パ ー ト

収入合計（①～③の計）

給 料・賃 金

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

修 繕 費

地主会会費

専 従 者 控 除

所得金額（④－⑭－⑮）

名 称

業 種

名 称

帳 簿 有・無

必要経費合計
（⑪～㉚の計）

必要経費合計
（⑤～⑬の計）

aの金額を表面のコに、bの金額を表面の
サに、cの金額を表面のシに、dの金額を
表面の⑪に記入してください。

15 寄附金に関する事項

フリ
ガナ ・　　・

別居の
場　合
の住所

特別障害者
に該当する
場　　　合

級（度）

続
柄

生
年
月
日氏　

名
個人
番号

13 所得金額調整控除に関する事項

都道府県・市区町村分
（特例控除対象）

住所地の共同募金会、日赤支部・都道府県
市区町村分（特例控除対象外）

条例指定分
沖 縄 県

北中城村

円

○ 事業専従者に関する事項

○ 地代・家賃の内訳
賃貸物件

地代・家賃

地代・家賃

支 払 先 住 所 支払先名称 支 払 金 額

⬆　上記の明細　⬆
○ 給与・賃金の内訳

氏　　名

1

2

3

・　・

・　・

・　・

生年月日 住　　　所 支払金額
円

円

円

氏　　名

1

2

・　　・

・　　・

生年月日

個人番号

個人番号

続柄 従事月数

有　・　無所得税における青色申告の承認 合計額

支 払 金 額
円

円

円

円

○ 減価償却費の内訳
資　産　名 取得年月

・

・

・

取得価格 耐用年数 償却率 償期 減価償却費
円年円年　　月

／12

／12

／12

法人番号
又は
所在地 法人番号

又は
所在地

法人番号
又は
所在地

支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等

11 総合譲渡・一時所得に関する事項
①必要金額区分

一時

総
合
譲
渡

短
期
長
期

合計 ａ＋｛（b＋c）×1/2｝

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

②必要経費 ③差引額（①－②）④特別控除
⑤所得金額
（③－④）

7 給与所得証明欄
（1月1日～12月31日）

8 事業（事業・農業）所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

9 不動産所得の収支内訳書
（1月1日～12月31日）

種　目 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費

10 雑所得（公的年金以外）に関する事項

円

円

円

円

円円

円円

円

14 別居の扶養親族等に関する事項 
氏　　　　　名 個　人　番　号 住　　　　所 国　外　居　住

□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払
□ 配偶者　　□ 30歳未満又は70歳以上
□ 留学　□ 障害者　□ 38万円以上の支払

12 配当所得に関する事項
所得の種類 支払確定年月

・

・

収入金額

国外株式等に係る外国所得税額

必要経費

月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑩

32

33 ⑮

⑯

賞与等

合　計

勤務先名

本人署名欄

円

円

日　　給 日数 月　　収 科　　　目

収　
入　
金　
額 必　

　
要　
　
経　
　
費
（
つ
づ
き
）

売
上
原
価

必　
　
要　
　
経　
　
費 事

業
所

金　　額
円 円

円

円

円

円

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

科　　　目 科　　　目金　　額
円

円

円

円

円
年 間 売 上

家 事 消 費

その他収入

合計（①～④の計）

期首棚卸額

仕 入 金 額

期末棚卸額

売上原価（⑥＋⑦－⑧）

差引金額（⑤－⑨）

給 料・賃 金

外 注 工 賃

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

荷 造 運 賃

水道光熱費

旅費交通費

通 信 費

広告宣伝費

接待交際費

損害保険料

修 繕 費

消 耗 品 費

福利厚生費

雑 費

専 従 者 控 除

所得金額（⑩－㉛－32）

収
入
金
額

必　
　
要　
　
経　
　
費

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

金　　額
円

円

円

円

円

円

貸地（軍・民）

ア パ ー ト

収入合計（①～③の計）

給 料・賃 金

減価償却費

地 代・家 賃

借入金利子

租 税 公 課

修 繕 費

地主会会費

専 従 者 控 除

所得金額（④－⑭－⑮）

名 称

業 種

名 称

帳 簿 有・無

必要経費合計
（⑪～㉚の計）

必要経費合計
（⑤～⑬の計）

aの金額を表面のコに、bの金額を表面の
サに、cの金額を表面のシに、dの金額を
表面の⑪に記入してください。

15 寄附金に関する事項

フリ
ガナ ・　　・

別居の
場　合
の住所

特別障害者
に該当する
場　　　合

級（度）

続
柄

生
年
月
日氏　

名
個人
番号

13 所得金額調整控除に関する事項

都道府県・市区町村分
（特例控除対象）

住所地の共同募金会、日赤支部・都道府県
市区町村分（特例控除対象外）

条例指定分
沖 縄 県

北中城村

円

○ 事業専従者に関する事項

○ 地代・家賃の内訳
賃貸物件

地代・家賃

地代・家賃

支 払 先 住 所 支払先名称 支 払 金 額

⬆　上記の明細　⬆
○ 給与・賃金の内訳

氏　　名

1

2

3

・　・

・　・

・　・

生年月日 住　　　所 支払金額
円

円

円

氏　　名

1

2

・　　・

・　　・

生年月日

個人番号

個人番号

続柄 従事月数

有　・　無所得税における青色申告の承認 合計額

支 払 金 額
円

円

円

円

○ 減価償却費の内訳
資　産　名 取得年月

・

・

・

取得価格 耐用年数 償却率 償期 減価償却費
円年円年　　月

／12

／12

／12

法人番号
又は
所在地 法人番号

又は
所在地

法人番号
又は
所在地

支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等

住　　　所

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除　　　

令和8年度（令和7年分）村民税・県民税  兼  国民健康保険税申告書
北中城村長  殿

明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

令和　 年 　 月 　 日

氏　名

代理申告の
委任を
受けた者

現住所

フリガナ

氏
名

住
所

続
柄

電
話
番
号

受 付 者 入　　力 点　　検

提出

生年月日

電話番号

個人番号

事　
業

事　
業

雑

雑

総
合
譲
渡

〈税務署へ確定申告した方は、この申告書を提出する必要はありません〉

４　所得から差し引かれる金額に関する事項

１　収入が無かった方の記入欄　※該当する番号に○印を付けてください。

６

２　
収　
入　
金　
額　
等

３　
所　
得　
金　
額

５　
所 

得 

か 

ら 

差 

し 

引 

か 

れ 

る 

金 

額 区
分

㉗
雑 損 控 除

⑬
社会保険料
控 除

⑮
生命保険料
控 除

⑰～⑳
本人控除

㉑～㉒
配 偶 者
（特別）控除
同一生計配偶者

⑯地震保険料
　控　　　除

㉘医療費控除

損害の原因・資産の種類

社会保険の種類

□従来の医療費控除
□セルフメディケーション

新 生 命 保 険 料 の 計

新個人年金保険料の計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

支 払 額
国民健康保険税

後期高齢者保険料

国民年金保険料

社会保険の種類 支 払 額
介 護 保 険 料

合 計

損 害 年 月 日 損 害 金 額 保 険 金 な ど で
補てんされる金額

差引損失額のうち
災害関連支出の金額

　・　・
保 険 金 な ど で
補 て んされる 金 額

円

円

円

円

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0

級（度）

円

円

円

円

円

円

円円円

円円円

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

氏　　　　　名

1

2

3

4

5

生  年  月  日

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

生  年  月  日配 偶 者 の 氏 名

続柄16歳未満に○ 区分

区分 配偶者の合計所得

障害の程度
身体・精神・療育・他

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

障害の程度

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

不 動 産
利 子
配 当
給 与

営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

一 時

小規模企業共済等
掛 金 控 除

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

勤 労 学 生 ・
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

給与・公的年金等に係る所得以外の村民税・県民税の納税方法
□   給与から差し引き（特別徴収）　　　　□   自分で納付（普通徴収）

1. 次の人から扶養または援助を受けていた
４. 預貯金で生活していた

５. その他（　　　　　　　　　　）

住所

氏名 続柄

２. 遺族年金または障害年金

３. 生活保護

身元確認欄：□運転免許証　□マイナンバーカード　□その他（　　　　）
番号確認欄：□通知カード　□マイナンバーカード　□住民票

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

差引金額支払った医療費等

⑳障害者

⑰寡婦
⑱ひとり親

⑲勤労学生

死別  ・  離婚  ・  未婚  ・  生死不明
扶養親族　　有（ 子 ・ 子以外 ） ・ 無

合計所得金額が
500万円以下

・
500万円超

該当する欄に○

（学校名）
身体 ・ 精神 ・ 療育 ・ 他　　　　　級（度）　その他（　　　　　　　　　）

※1 別居の扶養親族等がいる場合、裏面左下の「14別居の扶養親族に関する事項」も記入
※2 特定（扶養）親族・・・配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。

⑳
・
㉓
・
㉔　
扶　
養　
親　
族　
等　
※
１

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

その他の社会保険料
（任意・源泉）

公的年金等
業 務
そ の 他

個 人 番 号

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除　　　

令和8年度（令和7年分）村民税・県民税  兼  国民健康保険税申告書
北中城村長  殿

明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

令和　 年 　 月 　 日

氏　名

代理申告の
委任を
受けた者

現住所

フリガナ

氏
名

住
所

続
柄

電
話
番
号

受 付 者 入　　力 点　　検

提出

生年月日

電話番号

個人番号

事　
業

事　
業

雑

雑

総
合
譲
渡

〈税務署へ確定申告した方は、この申告書を提出する必要はありません〉

４　所得から差し引かれる金額に関する事項

１　収入が無かった方の記入欄　※該当する番号に○印を付けてください。

６

２　
収　
入　
金　
額　
等

３　
所　
得　
金　
額

５　
所 

得 

か 

ら 

差 

し 

引 

か 

れ 

る 

金 

額 区
分

㉗
雑 損 控 除

⑬
社会保険料
控 除

⑮
生命保険料
控 除

⑰～⑳
本人控除

㉑～㉒
配 偶 者
（特別）控除
同一生計配偶者

⑯地震保険料
　控　　　除

㉘医療費控除

損害の原因・資産の種類

社会保険の種類

□従来の医療費控除
□セルフメディケーション

新 生 命 保 険 料 の 計

新個人年金保険料の計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

支 払 額
国民健康保険税

後期高齢者保険料

国民年金保険料

社会保険の種類 支 払 額
介 護 保 険 料

合 計

損 害 年 月 日 損 害 金 額 保 険 金 な ど で
補てんされる金額

差引損失額のうち
災害関連支出の金額

　・　・
保 険 金 な ど で
補 て んされる 金 額

円

円

円

円

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0

級（度）

円

円

円

円

円

円

円円円

円円円

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

氏　　　　　名

1

2

3

4

5

生  年  月  日

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

生  年  月  日配 偶 者 の 氏 名

続柄16歳未満に○ 区分

区分 配偶者の合計所得

障害の程度
身体・精神・療育・他

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

障害の程度

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

不 動 産
利 子
配 当
給 与

営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

一 時

小規模企業共済等
掛 金 控 除

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

勤 労 学 生 ・
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

給与・公的年金等に係る所得以外の村民税・県民税の納税方法
□   給与から差し引き（特別徴収）　　　　□   自分で納付（普通徴収）

1. 次の人から扶養または援助を受けていた
４. 預貯金で生活していた

５. その他（　　　　　　　　　　）

住所

氏名 続柄

２. 遺族年金または障害年金

３. 生活保護

身元確認欄：□運転免許証　□マイナンバーカード　□その他（　　　　）
番号確認欄：□通知カード　□マイナンバーカード　□住民票

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

差引金額支払った医療費等

⑳障害者

⑰寡婦
⑱ひとり親

⑲勤労学生

死別  ・  離婚  ・  未婚  ・  生死不明
扶養親族　　有（ 子 ・ 子以外 ） ・ 無

合計所得金額が
500万円以下

・
500万円超

該当する欄に○

（学校名）
身体 ・ 精神 ・ 療育 ・ 他　　　　　級（度）　その他（　　　　　　　　　）

※1 別居の扶養親族等がいる場合、裏面左下の「14別居の扶養親族に関する事項」も記入
※2 特定（扶養）親族・・・配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。

⑳
・
㉓
・
㉔　
扶　
養　
親　
族　
等　
※
１

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

その他の社会保険料
（任意・源泉）

公的年金等
業 務
そ の 他

個 人 番 号

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除　　　

令和8年度（令和7年分）村民税・県民税  兼  国民健康保険税申告書
北中城村長  殿

明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

令和　 年 　 月 　 日

氏　名

代理申告の
委任を
受けた者

現住所

フリガナ

氏
名

住
所

続
柄

電
話
番
号

受 付 者 入　　力 点　　検

提出

生年月日

電話番号

個人番号

事　
業

事　
業

雑

雑

総
合
譲
渡

〈税務署へ確定申告した方は、この申告書を提出する必要はありません〉

４　所得から差し引かれる金額に関する事項

１　収入が無かった方の記入欄　※該当する番号に○印を付けてください。

６

２　
収　
入　
金　
額　
等

３　
所　
得　
金　
額

５　
所 

得 

か 

ら 

差 

し 

引 

か 

れ 

る 

金 

額 区
分

㉗
雑 損 控 除

⑬
社会保険料
控 除

⑮
生命保険料
控 除

⑰～⑳
本人控除

㉑～㉒
配 偶 者
（特別）控除
同一生計配偶者

⑯地震保険料
　控　　　除

㉘医療費控除

損害の原因・資産の種類

社会保険の種類

□従来の医療費控除
□セルフメディケーション

新 生 命 保 険 料 の 計

新個人年金保険料の計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

支 払 額
国民健康保険税

後期高齢者保険料

国民年金保険料

社会保険の種類 支 払 額
介 護 保 険 料

合 計

損 害 年 月 日 損 害 金 額 保 険 金 な ど で
補てんされる金額

差引損失額のうち
災害関連支出の金額

　・　・
保 険 金 な ど で
補 て んされる 金 額

円

円

円

円

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0

級（度）

円

円

円

円

円

円

円円円

円円円

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

氏　　　　　名

1

2

3

4

5

生  年  月  日

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

生  年  月  日配 偶 者 の 氏 名

続柄16歳未満に○ 区分

区分 配偶者の合計所得

障害の程度
身体・精神・療育・他

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

障害の程度

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

不 動 産
利 子
配 当
給 与

営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

一 時

小規模企業共済等
掛 金 控 除

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

勤 労 学 生 ・
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

給与・公的年金等に係る所得以外の村民税・県民税の納税方法
□   給与から差し引き（特別徴収）　　　　□   自分で納付（普通徴収）

1. 次の人から扶養または援助を受けていた
４. 預貯金で生活していた

５. その他（　　　　　　　　　　）

住所

氏名 続柄

２. 遺族年金または障害年金

３. 生活保護

身元確認欄：□運転免許証　□マイナンバーカード　□その他（　　　　）
番号確認欄：□通知カード　□マイナンバーカード　□住民票

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

差引金額支払った医療費等

⑳障害者

⑰寡婦
⑱ひとり親

⑲勤労学生

死別  ・  離婚  ・  未婚  ・  生死不明
扶養親族　　有（ 子 ・ 子以外 ） ・ 無

合計所得金額が
500万円以下

・
500万円超

該当する欄に○

（学校名）
身体 ・ 精神 ・ 療育 ・ 他　　　　　級（度）　その他（　　　　　　　　　）

※1 別居の扶養親族等がいる場合、裏面左下の「14別居の扶養親族に関する事項」も記入
※2 特定（扶養）親族・・・配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。

⑳
・
㉓
・
㉔　
扶　
養　
親　
族　
等　
※
１

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

その他の社会保険料
（任意・源泉）

公的年金等
業 務
そ の 他

個 人 番 号

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除
医療費控除　　　

令和8年度（令和7年分）村民税・県民税  兼  国民健康保険税申告書
北中城村長  殿

明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

令和　 年 　 月 　 日

氏　名

代理申告の
委任を
受けた者

現住所

フリガナ

氏
名

住
所

続
柄

電
話
番
号

受 付 者 入　　力 点　　検

提出

生年月日

電話番号

個人番号

事　
業

事　
業

雑

雑

総
合
譲
渡

〈税務署へ確定申告した方は、この申告書を提出する必要はありません〉

４　所得から差し引かれる金額に関する事項

１　収入が無かった方の記入欄　※該当する番号に○印を付けてください。

６

２　
収　
入　
金　
額　
等

３　
所　
得　
金　
額

５　
所 
得 

か 

ら 

差 

し 

引 

か 

れ 

る 

金 

額 区
分

㉗
雑 損 控 除

⑬
社会保険料
控 除

⑮
生命保険料
控 除

⑰～⑳
本人控除

㉑～㉒
配 偶 者
（特別）控除
同一生計配偶者

⑯地震保険料
　控　　　除

㉘医療費控除

損害の原因・資産の種類

社会保険の種類

□従来の医療費控除
□セルフメディケーション

新 生 命 保 険 料 の 計

新個人年金保険料の計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

地 震 保 険 料 の 計

支 払 額
国民健康保険税

後期高齢者保険料

国民年金保険料

社会保険の種類 支 払 額
介 護 保 険 料

合 計

損 害 年 月 日 損 害 金 額 保 険 金 な ど で
補てんされる金額

差引損失額のうち
災害関連支出の金額

　・　・
保 険 金 な ど で
補 て んされる 金 額

円

円

円

円

旧 生 命 保 険 料 の 計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0
0 , 0 0 0

級（度）

円

円

円

円

円

円

円円円

円円円

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

氏　　　　　名

1

2

3

4

5

生  年  月  日

明・大・昭・平・令

年　　月　　日

生  年  月  日配 偶 者 の 氏 名

続柄16歳未満に○ 区分

区分 配偶者の合計所得

障害の程度
身体・精神・療育・他

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

級（度）

障害の程度

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

特親※2（19～22歳）の合計所得

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

身体・精神・療育・他

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

不 動 産
利 子
配 当
給 与

営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

一 時

小規模企業共済等
掛 金 控 除

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

勤 労 学 生 ・
障 害 者 控 除

合 計
（㉖＋㉗＋㉘）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

給与・公的年金等に係る所得以外の村民税・県民税の納税方法
□   給与から差し引き（特別徴収）　　　　□   自分で納付（普通徴収）

1. 次の人から扶養または援助を受けていた
４. 預貯金で生活していた

５. その他（　　　　　　　　　　）

住所

氏名 続柄

２. 遺族年金または障害年金

３. 生活保護

身元確認欄：□運転免許証　□マイナンバーカード　□その他（　　　　）
番号確認欄：□通知カード　□マイナンバーカード　□住民票

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

差引金額支払った医療費等

⑳障害者

⑰寡婦
⑱ひとり親

⑲勤労学生

死別  ・  離婚  ・  未婚  ・  生死不明
扶養親族　　有（ 子 ・ 子以外 ） ・ 無

合計所得金額が
500万円以下

・
500万円超

該当する欄に○

（学校名）
身体 ・ 精神 ・ 療育 ・ 他　　　　　級（度）　その他（　　　　　　　　　）

※1 別居の扶養親族等がいる場合、裏面左下の「14別居の扶養親族に関する事項」も記入
※2 特定（扶養）親族・・・配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。

⑳
・
㉓
・
㉔　
扶　
養　
親　
族　
等　
※
１

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

その他の社会保険料
（任意・源泉）

公的年金等
業 務
そ の 他

個 人 番 号

不動産（軍用地）がある方の記入例

現住所、氏名、生年月日、電話番
号、個人番号を記入してください。

控除を追加される方
右側の該当する控除欄に記入。
また、控除の追加には証明書
の添付が必要となります。

軍用地の場合

①貸地（軍・民）：軍に〇をつけてください。
　土地明細書（令和７年度）より賃貸料の
合計金額を記入してください。
　合計金額は、表面の「2収入金額等の不
動産欄（ウ）」にも記入してください。

⑨租税公課：固定資産税明細書又は公課
証明書より金額を記入してください。

⑪地主会会費：土地明細書（令和７年度）
より会費の合計金額を記入してください。

⑯所得金額：④－⑭－⑮
所得金額は、表面の「3所得金額の不動産
欄（③）」にも記入してください。

扶養親族控除を受ける方は
次のいずれにも該当する者で
す。
①令和7年12月31日の現況に
おいて、生計を一にしている。
②合計所得金額が58万円以下
である。
③青色申告の事業専従者とし
て給与の支払を受けていない
又は白色申告者の事業専従者
でない。
※重複して扶養控除を受ける
ことはできません。
※扶養親族の方が障害者手帳
をお持ちの場合は、交付日と
氏名・等級が記載されている
ページのコピーを添付してくだ
さい。

不動産（アパート）がある方の記入例

現住所、氏名、生年月日、電話番
号、個人番号を記入してください。

控除を追加される方
右側の該当する控除欄に記入。
また、控除の追加には証明書
の添付が必要となります。

アパートの場合

②アパート：家賃明細書より合計金額を記
入してください。
　合計金額は、表面の「2収入金額等の不
動産欄（ウ）」にも記入してください。

⑥減価償却費：減価償却費の内訳より算出
した金額を記入してください。

⑨租税公課：固定資産税明細書又は公課
証明書より金額を記入してください。

⑩修繕費：修繕に使った費用があれば記入
してください。

⑫空欄：アパートについて生じた費用があ
る場合に科目と金額を記入してください。

⑯所得金額：④－⑭－⑮
所得金額は、表面の「3所得金額の不動産
欄（③）」にも記入してください。

扶養親族控除を受ける方は
次のいずれにも該当する者で
す。
①令和7年12月31日の現況に
おいて、生計を一にしている。
②合計所得金額が58万円以下
である。
③青色申告の事業専従者とし
て給与の支払を受けていない
又は白色申告者の事業専従者
でない。
※重複して扶養控除を受ける
ことはできません。
※扶養親族の方が障害者手帳
をお持ちの場合は、交付日と
氏名・等級が記載されている
ページのコピーを添付してくだ
さい。

営業収入がある方の記入例

現住所、氏名、生年月
日、電話番号、個人番
号を記入してください。

控除を追加され
る方
右側の該当する
控除欄に記入。ま
た、控除の追加に
は証明書の添付
が必要となります。

①年間売上：帳簿
より合計金額を
記入してください。
　合計金額は、表
面の「2収入金額
等 の 営 業 等 欄
（ア）」にも記入
してください。

必要経費は各科
目ごとに記入して
ください。

33所得金額：⑩－
㉛－32
所得金額は、表面
の「3所得金額の
事業：営業等欄
（①）」にも記入
してください。

扶養親族控除を
受ける方は次の
いずれにも該当
する者です。
①令和7年12月
31日の現況に
おいて、生計を
一にしている。
②合計所得金額
が58万円以下
である。
③青色申告の事業
専従者として給
与の支払を受け
ていない又は白
色申告者の事業
専従者でない。
※重複して扶養
控除を受けるこ
とはできません。
※扶養親族の方
が障害者手帳
をお持ちの場
合は、交付日と
氏名・等級が記
載されている
ページのコピ
ーを添付してく
ださい。

年金収入がある方の記入例

現住所、氏名、生年月日、電話番
号、個人番号を記入してください。

源泉徴収票をお持ちの方はコ
ピーを添付してください。 
「2　収入金額等の雑：公的
年金欄（オ）」にも金額を記入
してください。

給与収入もある方は
「2　収入金額等の給与欄（カ）」にも金額を記入
してください。

控除を追加される方
右側の該当する控除欄に記入。
また、控除の追加には証明書の
添付が必要となります。

扶養親族控除を受ける方は
次のいずれにも該当する者です。
①令和7年12月31日の現況にお
いて、生計を一にしている。
②合計所得金額が58万円以下で
ある。
③青色申告の事業専従者として給
与の支払を受けていない又は白
色申告者の事業専従者でない。
※重複して扶養控除を受けること
はできません。
※扶養親族の方が障害者手帳を
お持ちの場合は、交付日と氏名・
等級が記載されているページの
コピーを添付してください。


